
 

国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程 

 

  （趣旨） 

第１条 この規程は，大学の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第８２号。以下「法」 

という。）第５条第２項の規定に基づき，国立大学法人小樽商科大学（以下「本学」とい

う。）における教員の任期について必要な事項を定める。 

  （任期を定めて採用する教員の職等） 

第２条 任期を定めて採用する教員の職等は，別表のとおりとする。 

  （採用される者の同意） 

第３条 任期を定めて教員を採用する場合には，別紙様式により，採用される者の同意を得

なければならない。 

  （周知） 

第４条 この規程を制定し，又は改廃したときは，本学が発行する広報誌等により，広く周

知を図るものとする。 

 （雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教育研究評議

会の議を経て，学長が別に定める。 

      附 則 

  この規程は，平成１４年１０月１６日から施行する。 

      附 則 

  この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この規程は，平成２２年７月１日から施行する。 

      附 則 

  この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この規程は，平成２４年４月１日から施行する。  

   附 則 

  この規程は，平成２５年４月１７日から施行し，平成２５年４月１日から適用する。 

    附 則 

  この規程は，平成２５年１０月１６日から施行する。  

    附 則 

  この規程は，平成２７年１０月２６日から施行する。 

 



 

附 則 

この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２８年７月１９日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成３０年２月１３日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

    附 則 

この規程は，令和元年６月１７日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和元年７月２２日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和元年１０月２３日から施行する。 

 

 

 

別表 

教育研究組織 
対象と 
なる職 

任   期 
再任に関 

する事項 
根拠規定 

本学における全ての

教育研究組織を対象

とする 

テニュアトラ

ック制を適用

して採用され

た教授，准教授

又は講師 

採用時に定める 再任可。ただし，業

績審査により，任期

の定めのない教員と

することができる。 

法第４条 

第１項 

第１号 

グローカル戦略推進

センター産学官連携

推進部門 地（知）

の拠点整備事業 

准教授 
 

２年４月。ただし，平成25

年12月２日以降に採用さ

れた場合の任期の末日は，

平成28年３月31日までと

する。 

事業の中間評価の結

果により，再任可。

ただし，再任にあた

っては，再任審査を

行う。なお，再任の

場合の任期は２年と

し，３回を限度とす

る。 

法第４条 
第１項 
第３号 

グローカル戦略推進

センター産学官連携

推進部門 文理融合

型大学間連携事業 

准教授 
 
 

採用日から平成31年３月

31日までとする。 
再任可。ただし，再

任にあたっては，再

任審査を行う。なお

，再任の場合の任期

は３年とし，１回を

限度とする。 

法第４条 
第１項 
第３号 

グローカル戦略推進

センター グローカ

ル教育部門 大学改

革推進事業 

助教 

 

採用日から平成30年３月

31日までとする。 

事業の中間評価の結

果により，再任可。

だたし，再任にあた

っては，再任審査を

行う。なお，再任の

法第４条 

第１項 

第３号 



 

場合の任期は２年と

し，１回を限度とす

る。 

アドミッションセン

ター 「グローカル

人材」評価型入試制

度創設事業 

准教授 

又は助教 

採用日から平成 31年３月

31日までとする。 

再任可。ただし，再

任にあたっては，再

任審査を行う。なお，

再任の場合の任期は

３年とし，１回を限

度とする。 

法第４条 

第１項 

第３号 

グローカル戦略推進

センター産学官連携

推進部門 

教授又は 

准教授 

採用日から令和４年３月

31日までとする。 

再任不可 法第４条 

第１項 

第３号 

大学院商学研究科ア

ントレプレナーシッ

プ専攻 

准教授 

又は講師 

採用日から令和４年３月

31日までとする。 

再任不可 法第４条 

第１項 

第３号 

グローカル戦略推進

センター教育支援部

門 

准教授 

又は助教 

採用日から令和４年３月

31日までとする。 

再任不可 法第４条 

第１項 

第３号 

グローカル戦略推進

センターグローカル

教育部門 

准教授， 

講師又は 

助教 

採用日から令和４年３月

31日までとする。 

再任不可 法第４条 

第１項 

第３号 

 

 

  



 

 

別紙様式 

 

同        意        書 

 

                                                        年  月  日 

 

 

  小樽商科大学長 殿 

 

 

                                   氏 名          印 

 

 私は，国立大学法人小樽商科大学（教育研究組織・職）に就任するに際し，大学の教員等

の任期に関する法律（平成９年法律第８２号）第５条第１項及び国立大学法人小樽商科大学

における教員の任期に関する規程第３条に基づき，下記の任期により採用されることに同意

します。 

 

 

記 

 

 

任期    年  月  日 ～    年  月  日 

 

 


